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訓   令 

◎新潟県訓令第11号 

本     庁 

地 域 機 関 

平成28年の夏季における朝型勤務の実施に伴う新潟県職員服務規程の特例を定める規程を次のように定める。 

平成28年６月17日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

平成28年の夏季における朝型勤務の実施に伴う新潟県職員服務規程の特例を定める規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、平成28年の夏季における朝型勤務（始業の時刻を繰り上げて行う勤務をいう。以下同じ｡)

の実施に伴い、知事の事務部局に属する一般職の職員（以下「職員」という｡)の平成28年７月１日から同年８

月31日までの間の勤務時間の割振りについて、新潟県職員服務規程（昭和35年３月新潟県訓令第６号。以下「服

務規程」という｡)第５条第１項の特例を定めるものとする。 

（勤務時間の特例） 

第２条 所属長（服務規程第１条の２に規定する所属長をいう。以下同じ｡)は、前条の期間の全部又は一部につ

いて職員が請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出勤務（始

業及び終業の時刻を、職員が夏季における朝型勤務を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻

とする勤務時間の割振りによる勤務をいう｡)をさせるものとする。この場合において、所属長は、勤務時間の

割振りを行った後、別に定めるところにより総務管理部長に報告するものとする。 

（実施細目） 

第３条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

告   示 

◎新潟県告示第720号 

自衛隊法施行令（昭和29年政令第179号）第114条、第117条第１項及び第118条の規定に基づき、陸上自衛隊、

海上自衛隊又は航空自衛隊の自衛官候補生として採用する自衛隊員（平成29年３・４月入隊）及び二等陸士とし

て採用する陸上自衛官、二等海士として採用する海上自衛官、二等空士として採用する航空自衛官の募集を次の

とおり行う。 

平成28年６月17日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 募集対象及び募集期間 

募 集 対 象 
募 集 期 間 

種 目 要員区分 採用予定数 

自衛官 

候補生 

陸自男子 

海自男子 

空自男子 

約130名程度 
○第１回採用試験（男子のみ） 

平成28年７月１日（金）から 

 平成28年８月８日（月）まで 

○第２回（男子）及び女子採用試験 

平成28年７月１日（金）から 

 平成28年９月８日（木）まで 

陸自女子 

海自女子 

空自女子 

約 10名程度 
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一般曹 

候補生 

陸自男子 

海自男子 

空自男女 防衛省の計画による 

平成28年７月１日（金）から 

 平成28年９月８日（木）まで 
陸自女子 

海自女子 

航空学生 
海自男女 

空自男女 
防衛省の計画による 

２ 試験期日及び試験会場 

試 験 期 日 試 験 会 場 

自衛官 

候補生 

男 子 

○第１回採用試験 

 平成28年８月22日（月） 

       23日（火） 

24日（水） 

※上記のうち１日間を指定 

※対象：在高校生を除く18歳以上 

    27歳未満 

 陸上自衛隊新発田駐屯地 

（新発田市大手町６－４－16） 

○第２回採用試験 

 平成28年９月24日（土） 

       25日（日） 

26日（月） 

※上記のうち１日間を指定 

※対象：採用予定月の１日現在、 

18歳以上27歳未満 

・９月25日（日）・26日（月） 

 陸上自衛隊新発田駐屯地 

（新発田市大手町６－４－16） 

・９月24日（土）～26日（月） 

 陸上自衛隊高田駐屯地 

（上越市南城町３－７－１） 

※自衛官候補生採用試験（男子のみ）は、上表の期日以降、第３回（平成28年11月下旬)､第４回 

（平成29年１月下旬)､第５回（平成29年２月中旬)､第６回（平成29年３月上旬）の実施を予定 

しています。 

試 験 期 日 試 験 会 場 

自衛官 

候補生 

女 子 

○採用試験 

 平成28年９月24日（土） 

       25日（日） 

※上記のうち１日間を指定 

※対象：採用予定月の１日現在、 

18歳以上27歳未満 

・９月24日（土） 

 陸上自衛隊新発田駐屯地 

（新発田市大手町６－４－16） 

・９月25日（日） 

 陸上自衛隊高田駐屯地 

（上越市南城町３－７－１） 

 

 

 

 

 

 

一般曹 

候補生 

○１次試験 

平成28年９月16日（金） 

       17日（土） 

※上記のうち１日間を指定 

※対象：平成29年４月１日現在、 

18歳以上27歳未満 

・９月16日（金） 

新潟市内 

 長岡合同庁舎 

 上越市民プラザ 

・９月17日（土） 

 陸上自衛隊新発田駐屯地 

 新潟市内 

 長岡合同庁舎 

 上越市民プラザ 

 佐渡市（金井コミュニティセンター） 
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 ○２次試験 

 平成28年10月８日（土） 

       ９日（日） 

※上記のうち１日間を指定 

・10月８日（土） 

陸上自衛隊高田駐屯地 

（上越市南城町３－７－１） 

・10月９日（日） 

 陸上自衛隊新発田駐屯地 

（新発田市大手町６－４－16） 

航空学生 

○１次試験 

 平成28年９月22日（木） 

○２次試験 

 平成28年10月15日（土） 

      ～20日（木） 

○３次試験 

 平成28年11月12日（土） 

    ～12月15日（木） 

※２次試験及び３次試験（２次試験 

合格者のみ）の受験日は、上記期 

間のうち期日を指定 

※対象：平成29年４月１日現在、 

18歳以上21歳未満 

○１次試験 

 長岡合同庁舎 

 高田地域事務所（上越市） 

 佐渡市（金井コミュニティセンター） 

 自衛隊新潟地方協力本部 

 （新潟美咲合同庁舎１号館） 

○２次試験 

 １次試験合格発表時に指定 

○３次試験 

 ２次試験合格発表時に指定 

３ 応募手続き 

市町村又は自衛隊新潟地方協力本部出張所、地域事務所等で志願票の交付を受け、市町村又は自衛隊新潟地

方協力本部へ提出すること。 

４ その他 

  応募手続きに関する詳細は、市町村又は自衛隊新潟地方協力本部まで問い合わせすること。 

 

◎新潟県告示第721号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてそ 

の例によるものとされた生活保護法第54条の２第１項の規定により、指定介護機関を次のとおり指定した。 

平成28年６月17日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

事業者の名称 主たる事務所 

の所在地 

事業所の名称 事業所の所在地 指定したサー

ビスの種類 

指定年月日 

社会福祉法人大佐

渡福祉会 

佐渡市相川大浦

533番地２ 

大浦の里二号館 佐渡市相川大浦

1285番地３ 

短期入所生活

介護 

H28.2.1 

社会福祉法人大佐

渡福祉会 

佐渡市相川大浦

533番地２ 

大浦の里二号館 佐渡市相川大浦

1285番地３ 

介護予防短期

入所生活介護 

H28.2.1 

株式会社ケアネッ

ト徳州会 

東京都千代田区

麹町二丁目３番地

３号FDC麹町ビル

４階 

グループホームし

おかぜ 

村上市勝木824－

２ 

認知症対応型

共同生活介護 

H28.5.13 

新潟県厚生農業協

同組合連合会 

新潟市中央区東

中通一番町 86番

地109 

栃尾郷診療所 長岡市栄町２－１

－50 

訪問リハビリ

テーション 

H28.1.4 

新潟県厚生農業協

同組合連合会 

新潟市中央区東

中通一番町 86番

地109 

栃尾郷診療所 長岡市栄町２－１

－50 

介護予防訪問

リハビリテー

ション 

H28.1.4 
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株式会社妙高ファ

ーマシー 

妙高市上町２番10

号 

上町薬局 妙高市上町２番10

号 

居宅療養管理

指導 

H28.5.20 

 

◎新潟県告示第722号 

生活保護法施行規則（昭和25年厚生省令第21号）第14条第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに 

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項に 

おいてその例によるものとされた生活保護法施行規則第14条第１項の規定により、指定介護機関から次のとおり

廃止した旨の届出があった。 

平成28年６月17日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

事業者の名称 主たる事務所の所

在地 

事業所の名称 事業所の所在地 廃止したサー

ビスの種類 

廃止年月日 

社会福祉法人佐

渡市社会福祉協

議会 

佐渡市畑野甲533

番地 

佐渡中地域包括支

援センター 

佐 渡 市 栗 野 江

1837 

介護予防支援 H28.3.31 

株式会社リボーン 上越市大字大日

34番地５ 

株式会社リボーン

柿崎ステーション 

上越市柿崎区馬

正面1176番地１ 

訪問介護 H28.5.31 

株式会社リボーン 上越市大字大日

34番地５ 

株式会社リボーン

柿崎ステーション 

上越市柿崎区馬

正面1176番地１ 

介護予防訪問

介護 

H28.5.31 

株式会社リボーン 上越市大字大日

34番地５ 

デイサービスセン

ターエンジョイ倶

楽部かきざき 

上越市柿崎区馬

正面1176番地１ 

通所介護 H28.2.29 

株式会社リボーン 上越市大字大日

34番地５ 

デイサービスセン

ターエンジョイ倶

楽部かきざき 

上越市柿崎区馬

正面1176番地１ 

介護予防通所

介護 

H28.2.29 

株式会社リボーン 上越市大字大日

34番地５ 

株式会社リボーン

能生ステーション 

糸魚川市大字能

生2321番地 

訪問介護 H27.4.30 

株式会社リボーン 上越市大字大日

34番地５ 

株式会社リボーン

能生ステーション 

糸魚川市大字能

生2321番地 

介護予防訪問

介護 

H27.4.30 

株式会社リボーン 上越市大字大日

34番地５ 

ショートステイさ

くらの木 

糸魚川市大字能

生2321番地 

短期入所生活

介護 

H27.4.30 

株式会社リボーン 上越市大字大日

34番地５ 

ショートステイさ

くらの木 

糸魚川市大字能

生2321番地 

介護予防短期

入所生活介護 

H27.4.30 

 

◎新潟県告示第723号 

生活保護法施行規則（昭和25年厚生省令第21号）第14条第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに 

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項に 

おいてその例によるものとされた生活保護法施行規則第14条第１項の規定により、指定介護機関から次のとおり

変更した旨の届出があった。 
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平成28年６月17日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

事業所の名称 事業所の所在地 変更事項 変更年月日 

旧 新 

新潟県厚生連栃尾郷

クリニック 

長岡市栄町２丁目１番

50号 

新潟県厚生連栃尾郷診

療所 

新潟県厚生連栃尾郷

クリニック 

H28.4.1 

 

◎新潟県告示第724号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定に

よる指定障害福祉サービス事業者を次のとおり指定した。 

平成28年６月17日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

障害福祉 

サービスの種類 
事業所の名称 所在地 事業者 

指定 

年月日 

就労移行支援 株式会社アイエスエフネット

ライフ 三条事業所 

三 条市桜木 町 12－ 38 

三条ものづくり学校内 

株式会社 アイエス

エフネットライフ 

平成28年

６月１日 

 

◎新潟県告示第725号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第46条第２項の規定に

より指定障害福祉サービス事業者から次のとおり事業の廃止の届出があった。 

平成28年６月17日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

指定障害福祉サー

ビスの種類 
事業所の名称 所在地 事業者 

廃止 

年月日 

居宅介護 株式会社リボーン 柿

崎ステーション 

上越市柿崎区馬正面1176番

１号 
株式会社 リボーン 

平成28年

５月31日 重度訪問介護 

 

◎新潟県告示第726号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第59条第１項の規定に

より、指定自立支援医療機関（精神通院医療）を次のとおり指定した。 

平成28年６月17日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

名 称 所 在 地 
担当する医療の 

種     類 
指定年月日 

萌気園浦佐診療所 南魚沼市浦佐5363番地１ 精神通院医療 平成28年６月１日 

みなみ調剤薬局 御幸町店 新発田市御幸町４－６－２ 精神通院医療 平成28年６月１日 

ツルマキ薬局 新潟県三条市荻堀1616番地１ 精神通院医療 平成28年６月１日 

 

◎新潟県告示第727号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第60条第１項の規定に

より、指定自立支援医療機関（精神通院医療）の指定を次のとおり更新した。 

平成28年６月17日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 



第46号 新  潟  県  報 平成28年６月17日(金) 

7 

名 称 所 在 地 
担当する医療の 

  種     類  
更新年月日 

ハート調剤薬局西山店 
柏崎市西山町礼拝字前田430

－２ 
精神通院医療 平成28年６月１日 

渡辺薬局 長岡市東川口601－３ 精神通院医療 平成28年６月１日 

ふもと訪問看護ステーション 上越市中央１丁目23－26 精神通院医療 平成28年６月１日 

 

◎新潟県告示第728号 

肥料取締法（昭和25年法律第127号）第12条第２項の規定により、次の肥料の登録を更新した。 

平成28年６月17日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

登録番号 新潟県生第393号 

肥料の種類 乾燥菌体肥料 

肥料の名称 伏見菌体肥料 

保証成分量 窒素全量     5.0パーセント 

りん酸全量    1.8パーセント 

その他の規格 含有を許される有害成分の最大量及びその他

の制限事項は公定規格のとおり 

生産業者の名称及び住所 伏見蒲鉾株式会社 

 新潟県新潟市北区新崎699番地12 

有効期間 平成16年７月１日から平成31年６月30日 

 

◎新潟県告示第729号 

肥料取締法（昭和25年法律第127号）第12条第２項の規定により、次の肥料の登録を更新した。 

平成28年６月17日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

登録番号 新潟県生第414号 

肥料の種類 混合有機質肥料 

肥料の名称 ゆうき太郎 

保証成分量 窒素全量   2.7パーセント 

 りん酸全量  3.5パーセント 

加里全量   1.7パーセント 

その他の規格 含有を許される有害成分の最大量及びその他

の制限事項は公定規格のとおり 

生産業者の名称及び住所 胎内市 

新潟県胎内市新和町２番10号 

有効期間 平成25年６月24日から平成31年６月23日 

 

◎新潟県告示第730号 

肥料取締法（昭和25年法律第127号）第14条の規定により、次の肥料の登録は失効した。 

平成28年６月17日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

登録番号 新潟県生第407号 

肥料の種類 副産植物質肥料 
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肥料の名称 新潟イネバイオ１号 

保証成分量 窒素全量   7.0パーセント 

りん酸全量  1.5パーセント 

生産者の名称及び住所 全国農業協同組合連合会 

 東京都千代田区大手町一丁目３番１号 

失効年月日 平成28年５月19日 

 

登録番号 新潟県生第415号 

肥料の種類 混合有機質肥料 

肥料の名称 ゆうき次郎 

保証成分量 窒素全量   2.7パーセント 

りん酸全量  3.5パーセント 

加里全量   1.7パーセント 

生産者の名称及び住所 胎内市 

 新潟県胎内市新和町２番10号 

失効年月日 平成28年５月19日 

 

◎新潟県告示第731号 

森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定

である旨の通知があった。 

平成28年６月17日 

新潟県知事    泉 田  裕 彦 

１ 保安林予定森林の所在場所 

  新潟県南魚沼市大崎2781の乙、2782から2784まで、2785の１、2786から2789まで 

２ 指定の目的 

  水源のかん養 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

 ア 主伐は、択伐による。 

 イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

 ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び南魚沼市役所に備え置いて縦覧に

供する｡) 

 

◎新潟県告示第732号 

森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定

である旨の通知があった。 

平成28年６月17日 

新潟県知事    泉 田  裕 彦 

１ 保安林予定森林の所在場所 

  新潟県魚沼市渋川字前平604の１（次の図に示す部分に限る。）、619、字杉岡1363、1363の２、1364の２、

1365、1365の２、1365の３、1366の３ 

２ 指定の目的 

  土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

 ア 主伐は、択伐による。 

 イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定
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める標準伐期齢以上のものとする。 

 ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び魚沼市役所に備え

置いて縦覧に供する｡) 

 

◎新潟県告示第733号 

森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定

である旨の通知があった。 

平成28年６月17日 

新潟県知事    泉 田  裕 彦 

１ 保安林予定森林の所在場所 

  新潟県十日町市字山鳥沢亥丙３、字大平亥丙６ 

２ 指定の目的 

  水源のかん養 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

 ア 主伐は、択伐による。 

 イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

 ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び十日町市役所に備え置いて縦覧に

供する｡) 

 

◎新潟県告示第734号 

森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定

である旨の通知があった。 

平成28年６月17日 

新潟県知事    泉 田  裕 彦 

１ 保安林予定森林の所在場所 

  新潟県十日町市浦田字木和田原5580の１、5580の２、5595の１、5597、5610の11、5610の19から5610の22ま

で、5610の25、5610の26、5613、5614、5614の子、5615、5616の乙、5617の１、5618の２から5618の５まで 

２ 指定の目的 

  土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

 ア 主伐は、択伐による。 

 イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

 ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び十日町市役所に備え置いて縦覧に

供する｡) 

 

◎新潟県告示第735号 

森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定

である旨の通知があった。 

平成28年６月17日 

新潟県知事    泉 田  裕 彦 

１ 保安林予定森林の所在場所 
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 新潟県上越市大字皆口字クネノ内71、72、字柳清水74から77まで、78の２、79の２、80、81、83、84の３、

84の４、85の２、89の１、89の２、89の５、90、92の１、93の１から93の４まで、94の１、95の１、95の２、

95の８、96、97の１、98の２、100の２、103の３、103の５、大字西谷内字坂口373、374、375の２、378の１、

380の７、384の１、384の３、384の４、389の３、字雨池379、381、382の１、385の１、385の２、386から388

まで 

２ 指定の目的 

  土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

 ア 主伐は、択伐による。 

 イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

 ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び上越市役所に備え置いて縦覧に供

する｡) 

 

◎新潟県告示第736号 

森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定

である旨の通知があった。 

平成28年６月17日 

新潟県知事    泉 田  裕 彦 

１ 保安林予定森林の所在場所 

  新潟県上越市名立区瀬戸字能生丸2761、2762の１、2767、2769から2772まで、2775、2776 

２ 指定の目的 

  土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

 ア 主伐は、択伐による。 

 イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

 ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び上越市役所に備え置いて縦覧に供

する｡) 

 

◎新潟県告示第737号 

森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定

である旨の通知があった。 

平成28年６月17日 

新潟県知事    泉 田  裕 彦 

１ 保安林予定森林の所在場所 

 新潟県魚沼市高倉字大清水3882の１、3882の４、3882の５、3882の７、3882の13から3882の15まで、3883の

１、3883の３、3883の７、3883の９、3883の11、3883の15、3883の16、3883の21、4010の１、4012、4485 

２ 指定の目的 

  水源のかん養 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

 ア 主伐は、択伐による。 

 イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 
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 ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び魚沼市役所に備え置いて縦覧に供

する｡) 

 

◎新潟県告示第738号 

森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定をする。 

平成28年６月17日 

新潟県知事    泉 田  裕 彦 

１ 保安林の所在場所 

新潟県上越市浦川原区上岡字峯 852、853、855から 865 まで、868から 873まで、875、876、876の子、877

から 880まで、字梁口 1263の１、1263の２、字大天上 1270の１から 1270の３まで、1271の１、1272、1273

の１から 1273 の３まで、1274 から 1277 まで、1278 の１、1278 の２、1295 の１から 1295 の３まで、1296 か

ら 1298 まで、1304、1309、1315 から 1321 まで、1340、字地獄谷 1357 から 1363 まで、1363 の１、1364 から

1367まで 

２ 指定の目的 

    土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

 ア 主伐は、択伐による。 

 イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

 ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び上越市役所に備え置いて縦覧に供

する｡) 

 

◎新潟県告示第739号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、新潟市の亀田郷土地改良区から次のとおり役

員が就任した旨の届出があった。 

平成28年６月17日 

新潟県新潟地域振興局長 

１ 就任 

  理事 新潟市江南区舞潟1048番地     佐藤 清一 

 就任年月日 平成28年６月３日 

 

◎新潟県告示第740号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、村上市の三面川沿岸土地改良区の定款の変更

を平成28年６月７日認可した。 

平成28年６月17日 

新潟県村上地域振興局長 

 

◎新潟県告示第741号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の規定により計画を定めて実施した、次の県営土地改良事業の工事

が完了した。 

平成28年６月17日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

地区名 市町村名 事業名 完了年月日 

三和西部 上越市 区画整理（ほ場整備「担い手育成型」）事業 平成28年５月24日 
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◎新潟県告示第742号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第96条において準用する第52条第１項の規定により、山王・新座下地区土

地改良事業共同施行から申請のあった換地計画について、同法第96条において準用する第52条の２第１項の規定

により適当と決定したので、平成28年６月20日から平成28年７月15日まで関係書類を次のとおり縦覧に供する。 

平成28年６月17日 

新潟県新発田地域振興局長 

事業主体の 

所在・名称 

地 区 名 事 業 名 縦覧の書類 縦覧の場所 

阿賀野市 

山王・新座下地区土地改

良事業共同施行 

山王・新座下 

（全換地区） 

区画整理（非補助） 換地計画書の写し 阿賀野市役所 

 

１ 異議の申出について 

この処分について異議がある場合は、この換地計画書の写しの縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以

内に、知事に対して異議の申出をすることができる。 

２ 処分の取消しの訴えについて 

(1) この処分については、上記１の異議の申出のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 

６か月以内に、新潟県を被告として（訴訟において新潟県を代表する者は知事となる。）、処分の取消しの訴 

えを提起することができる。 

(2) また、上記１の異議の申出をした場合には、処分の取消しの訴えは、その異議の申出に対する決定があっ 

たことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。 

(3) ただし、上記(2)の期間が経過する前に、その異議の申出に対する決定があった日の翌日から起算して１年 

を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 

   なお、正当な理由があるときは、上記(1)（異議の申出をした場合には(2)）の期間や異議の申出をした場 

合には、その異議の申出に対する決定があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても処分の取 

消しの訴えを提起することが認められる場合がある。 

 

◎新潟県告示第743号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、佐渡市長から次のと

おり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

平成28年６月17日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 公共測量（佐渡新穂銀山レベル500平面図作成） 

２ 作業期間 平成28年５月25日から平成29年３月30日まで 

３ 作業地域 佐渡市上新穂、新穂北方地区 

 

◎新潟県告示第744号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、新潟県知事（新潟地

域振興局長）から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

平成28年６月17日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 公共測量（県営経営体育成基盤整備事業上泉地区確定測量） 

２ 作業期間 平成28年５月23日から平成28年12月14日まで 

３ 作業地域 西蒲原郡弥彦村大字上泉ほか地内 

 

◎新潟県告示第745号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県新発田地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 

平成28年６月17日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 
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２ 路 線 名 中条乙線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

胎内市赤川字下段 3237番１から 

 

同市赤川字下段3236番まで 

 

新 

 

9.3～26.0メートル 

 

175.4メートル 

 

旧 

 

9.3～10.8メートル 

 

175.3メートル 

 

◎新潟県告示第746号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県新発田地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 

平成28年６月17日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   中条乙線 

２ 供用開始の区間 

  胎内市赤川字下段3237番１から同市赤川字下段3236番まで 

３ 供用開始の期日  平成28年６月17日 

 

◎新潟県告示第747号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、道路の位置を次のとおり指定した。 

平成28年６月17日 

新潟県三条地域振興局長 

１ 指定道路の種類 

 第42条第１項第５号の規定による指定に係る道路 

２ 指定の年月日 

 平成28年６月７日 

３ 指定道路の位置等 

位     置 幅員（メートル） 延長（メートル） 

加茂市芝野乙237、乙237－１、乙

238、乙238－１、乙238－２の内 

5.50 53.63 

 

 

公   告 

大規模小売店舗の届出に対する市町村等の意見について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項及び第２項の規定による市町村等の意見の概要を

次のとおり公表する。 

平成28年６月17日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 荒川ショッピングセンター 

所在地 村上市藤沢字腰廻89－１－４ 外 

設置者 協同組合荒川ショッピングセンターほか１者 

２ 届出の概要及び公告日 

概 要 大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定による変更（大規模小売店舗において小売業を行う者及

び代表者の変更）に関する届出 

公告日 平成28年１月15日 
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３ 意見の概要 

(1) 村上市からの意見の概要 

意見なし 

(2) 居住者等の意見の概要 

意見書の提出はなかった。 

４ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業・地場産業振興課 

５ 縦覧期間 

平成28年６月17日から平成28年７月17日まで 

 

特定調達契約の落札者等について（公告） 

特定調達契約について落札者を決定したので、県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成

７年新潟県規則第87号）第15条の規定により、次のとおり公告する。 

平成28年６月17日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 落札件名及び数量 

  新潟県公共事業管理システム用サーバ機器等一式の借上げ 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

    新潟県土木部監理課 

  新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

３ 落札決定日 

  平成28年６月６日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  富士通リース株式会社新潟営業所 

  新潟県新潟市中央区礎町通二ノ町2077番地 

５ 落札価格 

111,617,352円 

６ 契約決定方式 

 一般競争入札 

７ 落札方式 

  最低価格 

８ 入札公告日 

  平成28年４月26日 

 

病院局公告 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、回診用Ｘ線撮影装置について、次のとおり一

般競争入札を行う。 

平成28年６月17日 

新潟県立がんセンター新潟病院長 佐藤 信昭 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  回診用Ｘ線撮影装置  １式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 納入期限 

  平成28年９月30日（金） 

(4) 納入場所 

  新潟県立がんセンター新潟病院 
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(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 新潟県物品入札参加資格者名簿の営業種目「機械類」に登載されている者であること。 

(4) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

(5) 新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第６条の規定に基づき暴力団、暴力団員又はこれら

の者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 951－8566 

  新潟県新潟市中央区川岸町２丁目15番地３ 

  新潟県立がんセンター新潟病院経営課 

  電話番号 025－266－5111 内線2312 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

(3) 応札仕様書の提出期限 

  平成28年６月24日（金）午後３時 

４ 入札、開札の日時及び場所 

 平成28年６月28日（火）午前10時 

 新潟県立がんセンター新潟病院 がん予防総合センター３階研修室Ａ 

５ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県 

 病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第186条第３項第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、新潟県立がんセンター新潟病院の交付する入札説明書に基づき

応札仕様書を作成し、前記３(3)により提出しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否  

要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

 規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 

 る。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) その他 

 ア 契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。（提出がないと 

  きは、契約を締結しない場合がある｡) 
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 イ 詳細は入札説明書による。 

 

選挙管理委員会規程 

新潟県選挙管理委員会規程第８号 

公職選挙法等執行規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

平成28年６月17日 

新潟県選挙管理委員会 

   委員長  長津 光三郎 

公職選挙法等執行規程の一部を改正する規程 

 公職選挙法等執行規程（平成７年新潟県選挙管理委員会規程第２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線

が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改

正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

別表第１（病院） 

市区町村名 病院の名称 所  在  地 

（略） 

阿賀野市 （略） 

あがの市民病院 

（略） 

（略） 

阿賀野市岡山町

13-23 

（略） 

（略） 

 

別表第２（老人ホーム） 

市区町村名 老人ホームの名称 所  在  地 

（略） 

佐渡市 （略） 

特別養護老人ホー

ム 新穂愛宕の園

弐号館 

地域密着型特別養

護老人ホーム ミ

ニ特養うしろやま 

（略） 

佐渡市新穂瓜生

屋513番地１ 

 

佐渡市宮川1062

番地 

（略） 
 

別表第１（病院） 

市区町村名 病院の名称 所  在  地 

（略） 

阿賀野市 （略） 

水原郷病院 

（略） 

（略） 

阿賀野市岡山町

13-23 

（略） 

（略） 

 

別表第２（老人ホーム） 

市区町村名 老人ホームの名称 所  在  地 

（略） 

佐渡市 （略） 

特別養護老人ホー

ム 新穂愛宕の園

弐号館 

 

 

 

（略） 

佐渡市新穂瓜生

屋513番地１ 

 

（略） 
 

  

附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 

 

選挙管理委員会告示 

◎新潟県選挙管理委員会告示第42号 

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第161条第１項第３号の規定により個人演説会等を開催することのできる

施設について、燕市選挙管理委員会から、次のとおり指定内容に異動があった旨の報告があった。 

平成28年６月17日 

新潟県選挙管理委員会 

   委員長  長津 光三郎 
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指定内容に異動のあった施設 

施設の名称 施設の所在地 種別 面積（㎡） 
指定内容 

異動年月日 

燕こども園 

（旧燕保育園） 

燕市白山町１丁目９

番 15号 

遊戯室 226.92 

（旧 184.32） 

平成 28年６月２日 
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